
 

 

 

 

栄町高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画 
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１．業務名 

栄町高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定支援業務 

 

２．業務目的  

 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８及び介護保険法（平成９年

法律第１２３号）第１１７条の規定に基づき、令和９年度から令和１１年度までを計

画期間とする栄町高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画（以下「第１０期

計画」という。）の策定に当たっては、栄町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事

業計画（以下「第９期計画」という。）の評価及び日常生活圏域における高齢者ニー

ズ調査等のアンケート結果、介護保険サービス給付実績などを踏まえ、栄町の高齢者

福祉施策・介護保険サービス等について詳細に現状分析を行い、課題を整理するとと

もに、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５号。以下

「認知症基本法」という。）や国の制度改正等による新たな施策の展開を踏まえ、今

後の方策等について検討を行う必要がある。 

 本業務は、第１０期計画を策定するに当たり、効果的に策定作業を進めることを目

的にその支援を委託するものである。 

 

３．委託期間 

 契約締結日の翌日から令和９年３月２４日まで 

 

４．業務内容 

 第１０期計画の策定を効率的に進めるため、概ね次の業務を実施する。ただし、業

務内容は、計画の策定に必要と思われる事項を示したものであり、詳細については、

プロポーザルでの受託者の企画提案書を踏まえて、栄町（以下「委託者」という。）

及び受託者で協議して決定する。  

 また、各種調査の項目、内容等については、国が示す方針等を踏まえ、適宜、変更、

調整等を行うものとする。 

 

『令和７年度業務』 

（１）基礎的な地域データ及び資料の整理分析 

高齢者福祉・介護保険をめぐる施策動向、委託者の概要、社会経済的特性、地域

福祉資源の整備状況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等について、委託

者が提供するデータや資料をもとに整理分析を行う。 

（２）アンケート調査の設計・実施 

現状の把握及び第１０期計画での重点施策検討の基礎資料とするため、アンケー

ト調査を実施する。 

アンケート調査としては、次の調査を想定するが、必要に応じて、別途調査を実

施する場合がある。 

①日常生活圏域ニーズ調査 

日常生活圏域ごとの高齢者の意識、生活実態、健康状態、介護環境等を調査し、



日常生活や地域における課題、サービスの利用状況、ニーズ等の把握を行う。 

 【日常生活圏域ニーズ調査の実施概要】 

調査対象 要介護１～５以外の高齢者 

配布数 １，５００票（回収率６５％見込み） 

調査方法 郵送法 

（ア）調査票の設計、作成及び印刷業務 

・調査票の設計、作成及び印刷業務を行う。 

  ・送付用封筒（角２号封筒）及び返信用封筒（長３号封筒）の調達、作成並びに

印刷業務を行う。 

  ・返信用封筒に係る返信先は、委託者とする。 

（イ）調査に係る発送及び回収業務 

・委託者が提供した対象者リストを元に宛名ラベルを印刷し、調査票等の封入・

封緘作業を行い、発送する。 

  ・発送に係る郵便料は、委託費に含めて積算する。 

  ・委託者宛てに返信のあった調査票について、受託者は適宜回収を行う。 

・返信に係る郵便料は、回収率６５％で委託費に含めて積算し、回収率の増減に

よる精算は行わない。 

（ウ）調査に係る集計及び分析 

・回収した調査票について、単純集計、属性別クロス集計その他必要な設問間の

クロス集計及びデータ化、グラフ化など、分析を行う。 

・調査結果を地域包括ケア「見える化」システムに反映する。 

②在宅介護実態調査 

介護している家族の生活実態や抱える問題等を把握し、介護離職を防止するに資

するサービスの検討のための基礎資料とするため、要介護認定等を受けている在宅

の高齢者等を対象とした調査を行う。 

【在宅介護実態調査の実施概要】 

調査対象 要支援・要介護認定を受けている在宅の高齢者及びその介護者 

調査数 ５００票（回収率６５％見込み） 

調査方法 郵送法 

（ア）調査票の設計、作成及び印刷業務 

  ・調査票の設計、作成及び印刷業務を行う。 

  ・送付用封筒（角２号封筒）及び返信用封筒（長３号封筒）の調達、作成並びに

印刷業務を行う。 

  ・返信用封筒に係る返信先は、委託者とする。 

（イ）調査に係る発送及び回収業務 

  ・委託者が提供した対象者リストを元に宛名ラベルを印刷し、調査票等の封入・

封緘作業を行い、発送する。 

  ・発送に係る郵便料は、委託費に含めて積算する。 

 ・委託者宛てに返信のあった調査票について、受託者は適宜回収を行う。 



・返信に係る郵便料は、回収率６５％で委託費に含めて積算し、回収率の増減に

よる精算は行わない。 

（ウ）調査に係る集計及び分析 

 ・回収した調査票について、単純集計、属性別クロス集計その他必要な設問間の

クロス集計及びデータ化、グラフ化など、分析を行う。 

・調査結果を地域包括ケア「見える化」システムに反映する。 

③事業所向けアンケート調査 

委託者の行政区域内における介護サービスの提供体制、提供内容等及び介護人材

の実態と課題等を把握するため、同区域内に在る介護事業所を対象としたアンケー

トを実施する。 

（ア）受託者は、調査票の設計及び作成を行う。（調査票の配布及び回収は、委託

者が行う。） 

（イ）回収した調査票について、単純集計、属性別クロス集計その他必要な設問

間のクロス集計及びデータ化、グラフ化など、分析を行う。 

（ウ）アンケート調査の種類、想定される配布数は次のとおりとする。 

・調査名：事業所向けアンケート調査 

・対象団体：町内介護サービスの指定を受ける事業所 

・事業所数：１２事業所（予定） 

※設問数は各２０問程度、回収率は１００％を想定する。 

（３）栄町高齢者福祉推進協議会（計画部会）の運営支援 

  令和７年度に、第１０期計画の策定スケジュール、アンケート調査の内容説明及

び調査結果の報告を行うため、栄町高齢者福祉推進協議会（計画部会）の開催（２

回）を予定しており、委託者の指示により次の業務を行う。 

①国、県等の最新情報、他市町村の情報等について共有できるよう、情報収集を行

い、その概要を提供する。 

②会議の開催に向けた資料の作成を行うとともに、制度の解説、会議資料の説明、

その他技術的な助言等を行う。 

（４）法律や制度などの動向に関する情報提供等支援 

第１０期計画を策定するに当たり、法律や制度の動向を常に把握し、情報提供そ

の他必要な助言と支援を行う。 

（５）成果品の提出  

アンケート調査報告書（A4判、100頁程度）：データ一式（PDF形式及び編集可能

な形式（Word、Excel、PowerPoint等）とし、記録媒体に保存して提出する。） 

※各種調査から得られた結果について、前回比較、設問間でのクロス集計等に

よる専門家としての視点からの分析を行い、統計的な傾向把握及び課題の抽

出を行うこと。  

※自由記載欄等については、調査ごとに分類し、データ上閲覧できるようにす

ること。 

 

 



『令和８年度業務』 

（１）第９期計画の評価  

具体的施策の実施状況と課題分析の実施を行い、第９期計画を評価し、考察の報

告を行う。  

（２）現状整理、課題・問題点の分析及び施策の検討・提案 

前年度行ったアンケート調査結果、（１）の評価結果及び委託者が提供する国保

連給付実績データ等を踏まえ、介護認定者の推移、サービスの利用状況、給付状況

の分析作業、施策の検討・提案を行う。 

（３）計画目標量の推計及び介護保険料の算定支援 

地域包括ケア「見える化」システムによる自然体推計に基づく介護保険サービス

見込量について、（２）で検討した施策等の影響を見込んで修正を加え、計画目標

量（今後の介護保険サービス見込量及び介護保険給付費）を推計し、第１０期計画

の計画期間における介護保険料の算定支援を行う。 

（４）第１０期計画の骨子案・素案・成案の作成 

①（１）～（３）における評価・分析・検討の結果を踏まえ、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進及び地域共生社会の実現に向け基本的課題や施策の方向性ついて

協議、検討を行い、第１０期計画の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた

骨子案や同計画の素案を作成する。 

②栄町高齢者福祉推進協議会（計画部会）の意見及び指摘事項並びにパブリックコ

メントの結果を踏まえ、委託者と協議の上、町民にわかりやすく親しみやすい第

１０期計画の成案を作成する。 

（５）パブリックコメントの実施支援 

第１０期計画の素案に係るパブリックコメントにおいて提出された意見に対し

て委託者が作成した回答内容について、確認及び助言を行う。 

（６）栄町高齢者福祉推進協議会（計画部会）の運営支援 

令和８年度に計画内容を審議するために栄町高齢者福祉推進協議会（計画部会）

の開催（４回程度）を予定しており、委託者の指示により次の業務を行う。 

①国、県等の最新情報、他市町村の情報等について共有できるよう、情報収集を行

い、その概要を提供する。 

②会議の開催に向けた資料の作成を行うとともに、必要に応じて会議に出席し、制

度の解説、会議資料の説明、その他技術的な助言等を行う。 

（７）法律や制度などの動向に関する情報提供等支援 

第１０期計画を策定するに当たり、法律や制度の動向を常に把握し、情報提供そ

の他必要な助言と支援を行う。 

（８）成果品 

①栄町高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画（A4 判、100 頁程度）：デ

ータ一式（PDF 形式及び編集可能な形式（Word、Excel、PowerPoint 等）とし、

記録媒体に保存して提出する。以下同じ。） 

②栄町高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画概要版（A4 判、8 頁程度）：

データ一式 



※計画書及び概要版は、表紙のデザインや内容のレイアウト等に、閲覧しやすい

工夫をする。 

③高齢者人口・世帯及び要介護高齢者の推移並びに給付実績集計のレポート：デー

タ一式 

④計画目標量・介護保険料算定における資料：データ一式 

⑤国・全国自治体の動向に係る情報：データ一式 

⑥情報提供資料一式：データ一式 

・国の会議内容に関する情報提供 

・法律や制度などに関する情報提供 

・法令改正による情報提供 など 

 

５．成果品検査  

 受託者は、各年度の業務完了後、所定の手続を経て、委託者の検査を受けなければ

ならない。この場合において、委託者から成果品が本業務に適合していないとして修

正の指示があった場合には、速やかに必要な措置を講じるものとする。 

 

６．委託料支払条件  

 委託者は、各年度の委託業務の完了を確認した後、支払請求書に基づき、年度ごと

に一括して委託料を支払うものとする。 

 

７．特記事項  

（１）資料の貸与  

  業務を遂行する上で必要な資料等は、必要に応じて随時貸与する。なお、貸与し

た資料の複製の可否、返却等については委託者の指示に従うこと。  

（２）再委託  

  本業務の全部を第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を第三者に

再委託するときは、あらかじめ委託者に書面により報告し、委託者の承認を得るこ

と。 

（３）法令遵守  

  業務の実施に当たり、関係法令及び条例を遵守すること。  

（４）守秘義務  

  本業務の実施に当たり知り得た情報等については、委託者の承諾なしに本業務以

外で使用し、また、第三者に漏えいしてはならない。なお、この守秘義務は、契約

終了後も継続するものとする。  

受託者の責により秘密が漏えいし、委託者が損害を受けた場合、受託者はその損

害に対し賠償の責を負う。 

（５）個人情報の保護の適切な対応  

  受託者は、この契約に基づく業務を実施する際、別記「個人情報取扱特記事項」

に記載の内容を遵守しなければならない。  

  なお、プライバシーマーク等の個人情報保護の認証を取得していることが望まし



い。 

（６）セキュリティ対策  

  本業務において送信する電子メール及び電子メールに添付する書類については、

コンピュータウィルス感染に対する予防、検出及び駆除のための最新の処理を実施

するものとする。 

（７）瑕疵責任 

 本業務完了後に、受託者の責に帰すべき理由による成果品等の不良箇所があった

場合は、受託者は速やかに委託者が必要と認める訂正、補足等の措置を行うものと

し、これに係る経費は受託者が負担するものとする。 

（８）成果品の管理及び帰属 

本業務で得られた成果品等の所有権、著作権及び利用権は、委託者に帰属する。

また、受託者は、著作者人格権を行使できないものとする。受託者は委託者の許可

なく成果品等を第三者に公表し、貸与し、使用し、複写し、又は漏えいしてはなら

ない。 

 

８．その他 

（１）受託者は、作業の方法及び順序並びに作業実施に必要な事項について、委託者

と事前に打合せを行うこと。 

（２）主任担当者等は、高齢者福祉及び介護保険事業の知識を多く有し、かつ、他自

治体等での福祉に関する計画等の作成業務における経験が豊富で、積極的かつ的

確な助言等が可能な者とする。 

（３）原則、提案時に設定した担当者等の変更は、行わないものとする。やむを得な

い事情の場合は、事前に委託者と協議し、委託者の承諾の上で変更を行うものと

する。 

（４）本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して決定するも

のとする。本仕様書に疑義が生じた場合についても、同様とする。 

 


